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市
税
は
、
み
な
さ
ん
の
所
得
や

資
産
に
応
じ
て
公
平
に
課
税
さ
れ
、

負
担
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

主
な
市
税
に
つ
い
て
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

市
・
県
民
税

　

該
当
年
度
の
１
月
１
日
現
在

に
、
市
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人

に
課
税
さ
れ
る
も
の
で
す
。（
１
月

２
日
以
降
に
鳥
羽
市
か
ら
転
出
さ

れ
て
も
、
そ
の
年
度
の
市
・
県
民

税
は
鳥
羽
市
に
納
め
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
）

固
定
資
産
税
（
都
市
計
画
税
）

　

該
当
年
度
の
１
月
１
日
現
在

に
、
市
内
に
所
在
す
る
土
地
、
家

屋
お
よ
び
償
却
資
産
を
所
有
し
て

い
る
か
た
に
課
税
さ
れ
る
も
の
で

す
。

 

軽
自
動
車
税

　

市
内
を
主
た
る
定
置
場
所
と
す

る
原
動
機
付
自
転
車
、
小
型
特
殊

自
動
車
、
軽
自
動
車
お
よ
び
二
輪

の
小
型
自
動
車
に
対
し
、
該
当
年

度
の
４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に

課
税
さ
れ
る
も
の
で
す
。

国
民
健
康
保
険
税

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て

い
る
世
帯
主
お
よ
び
世
帯
内
に
被

保
険
者
の
あ
る
世
帯
主
に
対
し
て

課
税
さ
れ
る
も
の
で
す
。

入
湯
税

　

鳥
羽
市
内
の
旅
館
、
ホ
テ
ル
な

ど
の
鉱
泉
浴
場
（
温
泉
施
設
）
に

入
浴
す
る
入
湯
客
に
課
税
さ
れ
る

も
の
で
す
。

　

わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
は
、市
・

県
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
公
共
サ
ー
ビ 

ス
の
提
供
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

身
近
な
例
を
挙
げ
る
と
道
路
・

港
湾
・
上
下
水
道
・
公
園
な
ど
の

公
共
施
設
の
整
備
や
、
教
育
・
福

祉
・
環
境
衛
生
・
消
防
な
ど
の
公

共
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
は
、
市
民
生
活
の
基
盤

や
地
域
社
会
の
環
境
を
整
備
す
る

た
め
の
も
の
で
あ
り
、
わ
た
し
た

ち
が
安
心
し
て
豊
か
に
暮
ら
し
て

い
く
た
め
に
、
無
く
て
は
な
ら
な

い
も
の
で
す
。
こ
の
当
た
り
前
だ

と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
、
実
は
税

金
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
る

の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
税
は
、
わ

た
し
た
ち
市
民
が
社
会
の
一
員
と

し
て
暮
し
て
い
く
た
め
の
貴
重
な

財
源
と
な
り
ま
す
。

　

市
税
の
納
期
限
内
納
付
に
、
み

な
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。
納
期
は
、
表
１
の

と
お
り
で
す
。

もしも税金がなかったら…
救急車が有料に

医療費がすべて自己負担に

ごみ収集が有料に

医療費

受付・会計

××××××
円

前はもっと
安かったのに…

請求書

××××
××円

請求書

××××××
円

ごみ袋以外
にも収集料を
いただきます

平成２２年度　　市　税　納　期　一　覧　表表１

第８期第７期第６期第５期第４期第３期第２期第１期納税通知書発送（予定）

平成２３年
１月３１日

１１月１日８月３１日６月３０日
６月７日…６５歳未満
６月１５日…６５歳以上

市・県民税

平成２３年
２月２８日

１２月２７日８月２日４月３０日４月９日
固定資産税
都市計画税

５月３１日４月２８日軽自動車税

平成２３年
２月２８日

平成２３年
１月３１日

１１月３０日１１月１日９月３０日８月３１日８月２日６月３０日６月１６日国民健康保険税

※市税の納期は、「広報とば」毎月１６日号（２月のみ１日号）最終ページの生活カレンダーにも掲載しています。

市
税
の
種
類

く
ら
し
と
税
の
つ
な
が
り

納税納税は住み良い社会づくり住み良い社会づくりの第一歩第一歩ですです納税は住み良い社会づくりの第一歩です
　市では、市政を運営する上で大切な財源である税を確保するためにさまざまな取り組み
を行っています。
　ここでは、市税の種類や使い道、年間の取り組みなどについてお知らせします。

税務課管理収納係　擦浦１１３２
特別滞納整理係　擦浦１１３６
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貴
重
な
財
源
で
あ
る
市
税
が
納

付
さ
れ
な
く
な
る
と
、
公
共
施
設

整
備
や
公
共
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
行

政
運
営
が
適
切
に
行
え
な
く
な

り
、
教
育
・
福
祉
の
資
質
低
下
、

街
の
環
境
や
美
化
の
低
下
、
緊
急

時
の
消
防
活
動
な
ど
に
大
き
く
支

障
を
来
し
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
督
促
状
や
催
告
書

に
よ
り
再
三
に
わ
た
る
催
告
を

行
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

納
付
意
思
を
示
さ
な
い
滞
納
者
に

対
し
て
、
差
し
押
さ
え
処
分
を
行

い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
滞
納
者
の
財
産

調
査
を
行
う
一
方
、「
警
告
書
・

差
押
事
前
通
知
書
」
の
送
付
に
よ

る
予
告
を
行
い
、
納
付
を
促
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
で
も
予
告
期
限
ま

で
に
連
絡
や
納
付
が
な
い
滞
納
者 

に
対
し
て
は
、
預
貯
金
・
給
与
・

売
掛
金
・
生
命
保
険
・
不
動
産
・

自
動
車
な
ど
の
差
し
押
さ
え
を
執

行
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
滞
納
整
理
が
困
難
な

案
件
に
つ
い
て
は
、
公
売
な
ど
の

滞
納
処
分
を
前
提
に
市
町
税
の
滞

納
整
理
を
専
門
的
に
行
う
「
三
重

地
方
税
管
理
回
収
機
構
」
へ
移
管

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

け
が
や
病
気
、
失
業
な
ど
、
や

む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
一
時

的
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
は
、
納
税
計
画
を
確
実
に
守
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
を
条
件
に
、
法

律
の
範
囲
内
で
納
期
を
延
ば
し
た

り
、
分
割
し
て
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
昼
間
に
納
税
や
納
付
相 

談
が
で
き
な
い
か
た
の
た
め
に
、

毎
月
第
２
・
第
４
木
曜
日
（
祝
日

は
除
き
ま
す
）
の
午
後
７
時　

分
３０

ま
で
、
市
民
文
化
会
館
２
階
・
税

務
課
窓
口
に
て
「
夜
間
納
税
相
談

窓
口
」を
開
設
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

市
税
務
課
で
は
、
各
種
催
告
書

発
送
・
財
産
調
査
強
化
・
差
し
押

さ
え
強
化
・
不
動
産
公
売
・
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
な
ど
を
通
し

て
、
行
政
運
営
に
必
要
な
貴
重
な

財
源
の
確
保
に
向
け
て
市
税
徴
収

を
強
化
し
て
い
き
ま
す
。

　

各
月
の
主
な
取
り
組
み
に
つ
い

て
は
、
表
２
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

く
わ
し
く
は
、
管
理
収
納
係
か

特
別
滞
納
整
理
係
へ
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。　

市
税
を
滞
納
す
る
と

税
務
課
年
間
の
取
り
組
み

夜
間
納
税
相
談
窓
口
の

ご
利
用
を

税金は、市民生活を支える大切な財源です
（写真は、昨年度耐震化工事を終えリニュ
ーアルした加茂小・屋内運動場）

預貯金 １００件

給　料 ８件

賃借料 １件

不動産 ３３件

売掛金など １７件

生命保険 ３４件

自動車 ８件

　　　計　　　　　２０１件

換価（取立て）額　９５３万円

平成２１年度滞納処分
（差し押さえ）状況
（平成２２年２月末の状況）

滞 納 に 関 す る 年 間 の 取 り 組 み 予 定表２

差し押さえ物件の公売集中・強化月間滞納整理対策

現年度課税分集中整理月間
・現年度課税分催告書発送４月

・公売予告通知書発送（９月公売分）・三重地方税管理回収機構移管事前通知書発送５月

・公売予定地現地確認（※３月まで随時）
新規滞納者差し押さえ強

化月間

・第１回三重地方税管理回収機構移管

・未納者電話催告（※３月まで随時）
６月

・インターネット公売

財産調査強化月間

・滞納繰越分催告書発送７月

・公売予告通知書発送（１２月公売分）
・三重地方税管理回収機構移管事前通知書発送

・国民健康保険税未納者催告書発送
８月

・不動産公売

・公売予定地現地確認
差し押さえ強化月間 

・第２回三重地方税管理回収機構移管

・分割納付不履行者対策
９月

・公売予告通知書発送（２月公売分）・高額滞納者捜索執行１０月

１１月

・不動産公売

・インターネット公売
・分割納付不履行者対策１２月

現年度課税分徴収強化月間

１月

・不動産公売・高額滞納者捜索執行２月

・インターネット公売３月

※不動産公売およびインターネット公売に関するお知らせは、入札予定月の「広報とば」１日号に掲載する予定です。


